
令和8年1月9日現在

業者名

（株）トーニチコンサルタント 令和8年1月9日 ～ 令和8年5月8日
別表２　資格制限要件４（３）

（独占禁止法違反行為）

　当該業者は、地方公共団体等が発注する東海旅客鉄道株
式会社が管理する線路の跨線橋点検業務に関する入札等
において、当該業者を含む６者で共同して受注予定者を決
定し、受注予定者が受注できるよう見積価格の調整を行うこ
とにより、公共の利益に反して、当該取引分野における競争
を実質的に制限していたことから、令和７年１２月１９日付で
公正取引委員会から独占禁止法第３条に違反する事業者と
して公表されたもの。

日本自動機工(株) 令和7年12月25日 ～ 令和8年2月24日
別表1　資格制限要件9（2）

（安全管理措置の不適切により生
じた契約受注関係者事故）

　当該業者は、本県（東部土木事務所登米地域事務所）発
注の「令和４年度長契水管０５０１０－４０１号三方島転倒堰
点検整備業務」において、令和５年１２月２７日に作業中止
基準の水位及び業務計画書に記載の作業手順を守らずに
転倒堰の点検作業を実施した結果、作業のため河川に入っ
た作業員１名が河川に転落して溺死する事故を発生させた
もの。

(株)東日本宇佐美 令和7年12月3日 ～ 令和8年8月2日
別表２　資格制限要件４（３）

（独占禁止法違反行為）

　当該業者は、長野県石油商業組合北信支部が支部員の
販売する特定揮発油の販売価格等を決定し、支部員に販売
価格の改定を実施させることで、当該販売分野における競
争を実質的に制限していたことについて、同支部が令和７年
１１月２６日付で公正取引委員会から独占禁止法第８条に違
反する事業者として認定されたことに伴い、当該違反行為を
実行していた支部員として課徴金納付命令を受けたもの。

(株)電池屋 令和7年10月2日 ～ 令和8年5月1日
別表1　資格制限要件5（１）

（契約違反等）

　当該業者は、本県（契約課）発注の「ラップ式簡易トイレ及
び簡易トイレ用ワンタッチテントの購入（請求課：防災推進
課）」において、令和７年９月８日に受注者の事由による契約
履行辞退の申し出を行った。このことから、契約条項第６条
第１号第２号により同年９月１６日付で契約解除されたもの。

日本郵便(株) 令和7年7月23日 ～ 令和8年3月22日
別表２　資格制限要件１４（２）

（不正又は不誠実な行為）

　当該業者は、貨物自動車運送事業法関係法令の規定に
違反する事実が確認されたことについて、累積違反点数が８
１点以上となったことにより、令和７年６月２５日付けで国土
交通省関東運輸局から貨物自動車運送事業法第３３条の規
定に基づく事業許可の取消処分を受けたもの。また、当該事
業許可の取り消しに伴い貨物利用運送事業法第３３条第３
号に基づく１８０日間の第２種貨物利用運送事業の事業停
止命令を国土交通大臣から受けたもの。
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